
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 
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七
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主
た
る
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務
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所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
若
者
支

援
ネ
ッ
ト
は
つ

か
い
ち 

松
本 
緋
紗
恵 

広
島
県
廿
日
市

市
廿
日
市
二
丁

目
二
番
一
七
号 

こ
の
法
人
は
、
不
登
校
、
ひ
き

こ
も
り
や
ニ
ー
ト
等
、
当
人
及

び
家
庭
、
社
会
、
制
度
な
ど
の

問
題
に
よ
り
自
分
ら
し
く
生
き

て
い
け
て
い
な
い
若
者
に
対
し

て
、
農
業
振
興
へ
の
参
加
と
と

も
に
、
居
場
所
の
提
供
、
社
会

復
帰
及
び
就
労
に
関
す
る
支
援 

事
業
を
行
い
、
自
立
心
を
育
て
、

仲
間
と
社
会
生
活
を
送
れ
る
よ

う
に
生
活
環
境
を
整
え
、
農
業

の
後
継
者
不
足
と
若
年
無
業
者

の
増
加
に
歯
止
め
を
か
け
、
両

社
会
問
題
の
緩
和
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
七
年

八
月
一
〇
日 

 


